
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米子市教育委員会 

 

 

 

 



 

 

まなびの教室とは・・・ 

 「気持ちが不安定である」「行動のコントロールがうまくできない」「コミュニ

ケーションが苦手である」「自分の学習スタイルが分からない」などで、集団活

動への参加や学習が困難になっている子どもたちが、自信を持って学校生活を

送ることができるように支援や指導をするところです。 

☆通級指導教室「まなびの教室」ってどんなところですか？ 

まなびの教室は、 

「自立するために必要なスキルを身につけて、 

     楽しく学校生活を送ることができるようになるための教室です。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆努力しているのに，お子様が困っている様子は ありませんか？ 

 

＜学習では＞ 

・字を読むことや書くことが苦手 

・いろいろなことはよく知っているが、提示された課題に結びつかない 

・指示がなかなか伝わらないなど 

 

＜行動の仕方では＞ 

・集中できる時間が短い 

・整理整頓が苦手 

・忘れ物や物を無くすことが多い 

・計画的に物事が進められなかったり、優先順位がつけられなかったりする 

など 

 

＜人との関わりでは＞ 

・友だちとうまくいかないことが多い 

・その場にふさわしくない言動をとってしまうことが多い 

・パニックを起こしてしまう など 
 

 

 

 

 

 

自立に向けて、お子様の特性にあったコミュニケーション能力や社会性、

学習方法を、中学校の間に身につけることが大切です。 



 

 

☆まなびの教室では、どんなことをしますか？ 

 

○ 一人一人のニーズに合わせて、次のような指導を行います 
・上手に人と関わることができるようになるための指導 

・みんなと一緒に活動することが上手になるための指導 

・自分自身に自信が持てるようになるための指導 

・集中して課題に取り組めるようになるための指導 

・自分に合った学び方を身につけることができるようになるための指導 

 

など、それぞれのお子さんに必要な支援を中心とした指導を行います。 

 

○ ２つの指導形態により、通級による指導を行っています 
・現在、明道公民館３階の通級指導教室で指導を行う「拠点校指導」と、お子様が通っ

ている中学校で指導を行う「巡回指導」の２つの指導形態があります。 

・２つの指導形態については、通われている学校によって異なります。詳細は学校へお 

尋ねください。 

 

拠点校指導 巡回指導 

指導時間・回数・場所等 
・週に１回程度、決められた時間 

（回数や時間は、相談して決めていきます） 

・明道公民館内の「まなびの教室」 

・指導の時間は原則として５０分 

※授業時間を抜けて通級の指導を受ける場

合は、在籍学校で出席扱いとなります。 

指導時間・回数・場所等 
・週に１回程度、決められた時間 

（回数や時間は、相談して決めていきます） 

・通っている学校内の「まなびの教室」 

・指導の時間は原則として５０分 

指導内容 
・個別の指導が中心 

・グループで指導することもある 

指導内容 
・個別の指導が中心 

・グループで指導することもある 

通級の方法 
・保護者の送迎と付き添いが原則です。 

（交通事故防止と指導内容についてご理解

いただくため） 

※保護者の申請があった場合、本人が自転

車や公共交通機関で通うことも可能です。

その場合には、通級途中の交通安全につい

て保護者の責任でご指導ください。 

通級の方法 
・通っている学校で指導が行われるため、

保護者の送迎は必要ありません。 

 

 



 

 

☆中学校「まなびの教室」に入級するには どうしたらいいですか？ 

 ・まなびの教室に入級するには、お子様が在籍されている学校を通して米子市教育委員会

に入級申請していただくことになります。入級手続きにつきましては、お子様が通われ

ている学校にご相談下さい。 

・小学校「まなびの教室」に入級されているお子様につきましても、新たに入級手続きを

していただくことになります。お子様が通われている小学校にご相談下さい。 

・明道公民館の教室（問い合わせ学校教育課：２３－５４３２）は、市役所の駐車場を利

用して下さい。駐車券は、市役所の市民課総合案内（午後５時１５分まで）、宿直（午後

５時１５分以降）で処理します。 

 

【教 室 の 開 設 時 間】 

 指 導 時 間 帯 月 火 水 木 金 

指導時間の目

安です。 

      

10:00～10:50（2限）  午前１ 午前１ 午前１ 午前１ 

11:00～11:50（3限）  午前２ 午前２ 午前２ 午前２ 

12:00～12:50（4限）  午前３ 午前３ 午前３ 午前３ 

13:30～14:20(5限) 午後１ 午後１ 午後１ 午後１ 午後１ 

14:30～15:20(6限) 午後２ 午後２ 午後２ 午後２ 午後２ 

15:00～15:50 午後３ 午後３ 午後３ 午後３ 午後３ 

16:00～16:50 午後４ 午後４ 午後４ 午後４ 午後４ 

17:00～17:50 午後５ 午後５ 午後５ 午後５ 午後５ 

 

☆いつでもお気軽にご相談ください。 

・中学校「まなびの教室」の見学や通級指導担当者による教育相談が可能です。見学や教

育相談の希望がある場合は、お子様が通われている中学校を通じてお問い合わせ下さい。 

・米子市教育委員会でも通級指導教室についてのご相談を随時、お受けしております。 

 

米子市教育委員会事務局 学校教育課 指導担当  ＴＥＬ０８５９（２３）５４３２ 


